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４　目標達成に向けた取り組みにより、次の効果が期待されます。

受診率が向上することで、生活習慣病を早期に発見するとともに、健康管理についての認識と自覚の
高揚が期待できます。

５　昨年度の取り組みの反省点は次のとおりでした。

各種がん検診とのセット健診を複数の会場（保健センター・福祉会館）で実施し、また令和３年度か
ら引き続き、特定健診の自己負担を無料とするなど対象者が受診しやすい環境づくりに努めました
が、新型コロナウイルスの影響で受診控えをする方もいたことから、初期値に比べ現状値が減少して
しまいました。

６　当課は掲げた目標達成のために、次の取り組みを行います。

毛呂山町の特定健診受診率は、令和４年度県内９位（暫定値）と上位を維持していますが、目標値に
は達していない状況です。今後、更なる受診率向上のために、勧奨通知内容の工夫・会場の選定等の
対策を講じていきます。

目標値(令和５年度) 60.0%

最終目標値(令和６年度) 60.0%

第五次毛呂山町総合振興計画後期基本計画

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防対策の一環として特定健診を実施
し、その結果に応じ、保健指導の対象者を階層化し、生活習慣改善のための事業を実施
します。また、健康診査により、疾病の早期発見・早期治療に努めます。

２　当課の業務は次の方々のために行われます。

各種がん検診、健康教室・健康相談は毛呂山町に住んでいる成人の方、特定健診・特定保健指導は国
民健康保険に加入している40歳から74歳の方、後期高齢者健診は後期高齢者医療制度に加入している
方、母子保健事業は乳幼児とその保護者、予防接種事業は子どもから高齢者の方など、毛呂山町に住
む全ての町民の皆さんのために。

３　当課の掲げる数値目標と、その根拠は次のとおりです。

特定健診の受診率向上

特定健診の受診率

数値目標

初期値（平成30年度） 47.9%

現状値（令和４年度） 43.6%（暫定値）

目 標 設 定 書 （保健センター）

保健センター所長 皆　川　謙　一　郎

１　当課の主な業務は次のように定義されます。

・住民の健康の保持増進に関すること
・母子保健に関すること
・感染症予防に関すること


